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令和 8 年度がスタートしました。 

春の日差しが暖かい季節となり、白川地区の皆様にはますますご健勝のこと
とお慶び申しあげます。 

日頃よりまちづくり協議会活動にご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げ
ます。 

令和 7 年度におきましては、「設立 10 周年記念行事」をふくめ、予定して
いた行事を全て行うことができました。多くの方々に参加いただき楽しんでい
ただいたと思っております。 

令和 8 年度におきましても少子・高齢化が進んでいますが、昨年と同様に
「敬老会」「明星祭」「夏祭り」などの行事を予定しています。また、「高者
宅訪問」や「移動販売」も引き続き行ってまいります。 

   ①『 白川小学校は地域の核、児童は地域の宝！ 』 

   ②『 心と心でつながる しらかわ三世代交流！ 』 

をスローガンとして運営委員一同活動いたします。 

今後も白川小学校を核として、児童、保護者、高齢者の三世代が交流を図れ
るよう事業を行ってまいりますので、地域の皆様の参加をよろしくお願いしま
す。 

令和 8 年度も 3 地区の自治会、老人会、婦人会、PTA、子ども会、福祉委
員、愛好会等を構成員とする運営委員会での話し合いと協力を得て各行事を行
ってまいります。 

なお、来る 5 月 8 日（金）に第 12 回定期総会を北コミュニティセンターに
於いて開催を予定しています。本年は、「長期事業計画（10 年）」の最終年度
となっています。 

次の「長期事業計画」を策定する年でもあります。地域の皆様のご意見、ご
要望を是非、お寄せくださるようお願い申し上げます。 

 

       2026（令和）8 年 4 月 1 日（水） 

      白川地区まちづくり協議会運営委員一同 

 

 まちづくり宣言！ 
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１、長期事業計画（案）  （平成29年度から令和8年度までの10年間）

　　　　—今年度10年目—
白川地区まちづくり計画書

■まちづくり計画策定の経緯・将来像

　白川地区は、亀山市の北西部に位置する尾根沿いの集落、上白木、下白木の白木

地区および小川地区の3自治会からなっています。西の明星ヶ岳、北の雨引山に抱

かれ、前田川および椋川が流れています。平均気温は15度と比較的温暖、年間降

水量は1800㎜を超えます。かつては、米や麦などの農業、養蚕、炭焼きなどが盛

んで、また、高度成長期には鈴鹿市など近隣の都市部に豊富な勤め先があり、比較

的豊かな暮らしを築いてきた地域です。

　また、道普請などの出合いなど共同体としての自治機能が色濃く残っており、

白川小学校を核にしたコミュニティのつながりが強いことも特徴のひとつです。

『白川小学校は地域の核、児童は地域の宝』と地域に愛されています。

　過疎化、少子高齢化が進み人口は682人（R8.1現在）と、この10年間で136人

減少し、65歳以上高齢者の高齢化率は41.0％(R8.1)と高く、限界集落の指標であ

る50％以上の地区がいくつかあります（R6．4現在、まち協だより）。また、15

歳未満の人口割合は減少し、10％を下回っています。

　弊地区には工業団地があり、2022（令和4）年以降、交流を深めつつあります

が望むような雇用はなく、地元に残る若者たちは少なく、新興住宅地に人口流出、

かつ農林業の後継者不足から田畑、森林などの農地や里山も荒廃が進んでおり、

また、空き家も増加しています。今後もこの傾向は続くと予想され、地域コミュニ

ティ衰退に繋がっていくのではと懸念されます。

　生活インフラにおいても、移動販売車は巡回していますが、商業店舗や医療機関

が近くになく、公共交通手段の不便さにより、特に高齢者にとっては、買い物や通

院が困難な状況になりつつあります。

　私たちの中に、共同体としての自治機能をしながら、白川小学校を核にしたつな

がりをどのように発信し、伝承していくかが、今後の白川地区のまちづくりの課題

となっています。

　上記のような様々な課題に直面しており、住民誰もが笑顔で生活し、豊かに暮ら

していけるよう、都市部に移住した人が、帰郷することを楽しく想うようになり、

白川地区に住んでいるみなさんが毎日笑顔で暮らせる「しらかわの郷づくり」をめ

ざして、今年度も引き続き〖白川版SDGsの基盤づくり〗に取り組んでまいります。

（補足）

　昨年弊協議会は設立10周年を迎えました。設立の次の年に本長期計画を策定し

歩んでまいりました。今年度（令和8年度）は長期計画、10年目の節目の最終年度

と締めくくりの年に当たります。そこで、地域が持続するために次期10ヵ年長期

計画の方向性を見据えて、本文の内容に多少の修正を加えました。

　魅力ある『しらかわの郷づくり』をめざして、今年度も継続し取り組んでまいり

ます。

次期長期計画への地域重点課題の整理～強化対応すべき方策

①   少子高齢化～福祉健康活動（子育て支援、高齢者生活支援）

②   里山、田畑の荒廃～環境安全活動

③   過疎化、空き家対策～体育文化活動、福祉健康活動

④   安全：安心な暮らし～防災防犯活動

⑤   若者の流出～広報活動

⑥   生活インフラ不足（商業施設、医療機関、公共交通機関）～広報活動

⑦   地域活性化～年度毎の年中行事の遂行～全活動

5/8（金）定期総会を予定しており、承認される予定です。 
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■計画期間

　　平成29年度から令和8年度までの10年間を計画年度とします。

　今年度で10年目です。

■まちづくり活動計画

　　まちづくりの基本方針を踏まえ、白川地区の皆さんが仲良く笑顔で暮らせる

　郷づくりを目標に、具体的に次の活動を展開するものとします。

　★具体的活動計画

活動方針 具体的な活動項目

小学校の運動会と合同で、まちづくり協議会を構成する全ての

各種団体や、卒業した中高生も参加する大運動会の開催。

小学生から老人までの各種団体が日頃利用する公共施設や

通学路の清掃と整備。

お盆に帰郷する皆さんを含め、子供から老人まで、手作りの

バザーとバンド演奏、盆踊り等で昔の「夏祭り」を継続開催する。

白川地区の全ての高齢者が小学校の体育館に集まり、

一年に一度演芸を楽しみながら歓談することで、お互いの

元気な姿を確かめ合う。

誰でも手軽に参加できる軽スポーツで中学生から老人まで

体力に合わせた競技を競い合うことで、三世代の交流を図る。

農産物、手作りのお菓子、そば等、地区の皆さんが自慢の

品を自由に売買する「冬のお祭り」を継続開催する。

コミュニティ 学校運営に参画し、学校支援を通して子供の情報を共有

スクールへの参画 するなど、地域ぐるみの子育てを目指す。

休耕田や荒廃地を整備し、前田川の清涼な水で栽培した

農産物のブランド化を進める。獣害に強い、特産品の開発の検討。

➡「炭焼き事業」を継続推進します。（2021.4.1　追加）

➡「しらかわの炭」が市のふるさと納税返礼品に登録されました。

（2024.4.1　追加）

安全安心マップ 白川地区の３自治会が連携した防災体制を確立するため、

作成 地域の防災マップ作りを継続して進める。

小学校と連携し、地域の高齢者宅を訪問し、安否の確認を

行いながら、コミュニケーションを図ります。

（2017.10.1 追加） 生活支援の一環として、移動販売を導入しました。

⑤  高齢者生活支援・ 同時に、救急医療情報キット普及促進してまいります。

介護予防 高齢者宅訪問回数６回/年を継続して推進します。（2021.4.1追加）

（2021.4.1 追加） 今後も「子育て支援」および「高齢者生活支援・介護予防」について

福祉事業の模索 地域に持続可能な方策を展開、模索してまいります。

（2022.4.1 追加）

パソコン教室

（2022.4.1 追加）

白川版SDGｓの基盤づくり

（2023.4.1 追加）

まち協だより発刊
⑨

『まち協だより』毎月発刊。

広報部新設。

⑤～⑥

⑦
高齢者が電子応用機器（パソコン、スマホ等）に親しめるよう

パソコン教室の開催を継続します。

⑧
白川地区の住民誰もが、笑顔で生活し、生活が豊かになり暮らしていける

ように、地域が持続するための〖白川版SDGｓの基盤づくり〗の推進。

②

③ 特産品づくり

④

⑤ 高齢者宅訪問

① 敬老会の開催

① スポーツ大会

① 明星祭の開催

① 夏祭りの開催

活　動　内　容

①
②

地区運動会の開催

③ 一斉清掃
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２、令和 8 年度事業計画 
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★行事予定詳細を添付（青書き部は未定） 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行事予定表は都度更新しています。最新版は HP をご覧ください。 
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★2026（令和 8）年度 

 

      令和 8 年度に向けて！ 会長あいさつ 

     白川地区の皆様、日頃よりまちづくり協議会活動にご理解とご

協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

 令和 7 年度もすべての行事を実施する事ができました。参加者の皆様に

は喜んでいただくことができ、活気が戻ってきました。白川地区は、ます

ます高齢化率が進んでいます。今後も継続し、高齢者が引きこもりになら

ないように「敬老会」「高齢者宅訪問」「移動販売」等を通して高齢者の支

援、介護予防等福祉活動に取り組んでまいります。また弊地区は白川小学

校を中心に、色々な行事に取り組んでおり、今後も児童、保護者、高齢者

の三世代が交流できるよう活動してまいります。 

活動し続けることが、SDGs の「住み続けられるまちづくり」（目標 11）

につながることだと信じて！ 

 8 年度も「自分たちの住む地域は自分たちで守っていく」ための方策手

段を各団体（自治会、婦人会、子供会、老人会、愛好会、PTA および白川

小学校）を含めた運営委員全員で話し合い、環境美化、防災防犯、福祉、

体育文化、広報の各活動を実施してまいりますので、地区住民の皆様のご

意見、ご参加をお願いいたします。 

 

        令和 8 年 4 月   栗田 恵吾 


